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【情報バリアフリーの充実】

事業名・事業内容
平成30年度末

状況等
令和元年度末

状況等
事業目標 実行

プラン

所管
局

27　障害者向け都政情報の提供
　視覚障害者のために、点字版・音声版
（テープ版・デイジー版）の「広報東京
都」を作成し、配布する。

〔実施主体：東京都〕

（広報東京都（点字版・テー
プ版・デイジー版）の作成）
・点字版
　年　12回
　1回　940部
・テープ版
　年　12回
　1回　830組
・デイジー版
　年　12回
　1回　880枚

（広報東京都（点字版・テー
プ版・デイジー版）の作成）
・点字版
　年　12回
　1回　916部
・テープ版
　年　12回
　1回　750組
・デイジー版
　年　12回
　1回　940枚

（広報東京都（点字版・
テープ版・デイジー版）の
作成）
障害者への都政情報の提供
を推進する。

生 活
文化局

28　障害者向け福祉保健局情報の提供
　視覚障害者のために、広報誌のデイジー
版、CD版、テープ版等を作成する。

【福祉保健局広報誌】
・東京の福祉保健
　デイジー版・ＣＤ版・テープ版の作成
・社会福祉の手引
　デイジー版の作成
・月刊福祉保健
　音声コード付き広報誌の作成

〔実施主体：東京都〕

　東京の福祉保健（デイジー
版・ＣＤ版・テープ版）の作
成
・デイジー版     901部
・ＣＤ版           123部
・テープ版        741組

　社会福祉の手引（デイジー
版）の作成
・デイジー版     401部

　月刊福祉保健（音声コー
ド）の作成
・年12回　133,800部
　（1回につき、11,150
部）

　東京の福祉保健（デイジー
版・ＣＤ版・テープ版）の作
成
・デイジー版     900部
・ＣＤ版           121部
・テープ版        737組

　社会福祉の手引（デイジー
版）の作成
・デイジー版     401部

　月刊福祉保健（音声コー
ド）の作成
・年12回　133,800部
　（1回につき、11,150
部）

　継続して実施する。

福 祉
保健局

29　福祉保健局ホームページにおける情報
提供
　障害者や高齢者などが利用しやすいよ
う、音声読み上げ、画面拡大等の機能を付
加した、アクセシビリティに配慮したホー
ムページを通じて、情報提供を行ってい
く。

（主な機能）
・音声読み上げ
・画面拡大
・カラー変更
・振り仮名（平仮名・ローマ字）

〔実施主体：東京都〕

　継続して実施 　継続して実施 　継続して実施する。

福 祉
保健局

30　字幕入映像ライブラリー事業（東京都
地域生活支援事業）
　映画及びテレビ番組等に字幕を挿入した
ビデオカセットテープ又はDVDの製作貸出
を行うことにより、聴覚障害者の生活・文
化の向上と福祉の増進を図る。

〔実施主体：東京都〕

　貸出実績
　　　282件
　　　991本

　貸出実績
　　　312件
　　　1183本

　継続して実施する。

福 祉
保健局
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【情報バリアフリーの充実】

事業名・事業内容
平成30年度末

状況等
令和元年度末

状況等
事業目標

実行
プラン

所管
局

31　視覚障害者用図書の製作及び貸出
　視覚障害者に対し、視覚障害者用図書
（点字図書、録音媒体）を製作し、貸出し
又は交付することにより視覚障害者の文化
の向上と福祉の増進を図る。

〔実施主体：東京都〕

（貸出用図書）
　点字図書
　　製作　　　328冊
　　貸出　　1,158冊
　声の図書
　　製作　　　350巻
　　貸出　　3,550巻

（希望図書）
　点字図書
　　製作　　　621冊
　声の図書
　　製作　　　187冊

（貸出用図書）
　点字図書
　　製作　　　318冊
　　貸出　　1,119冊
　声の図書
　　製作　　　440巻
　　貸出　　3,907巻

（希望図書）
　点字図書
　　製作　　　444冊
　声の図書
　　製作　　　181冊

　継続して実施する。

福 祉
保健局

32　点字による即時情報ネットワーク（東
京都地域生活支援事業）
　視覚障害者に、新聞等によって毎日流れ
る新しい情報を点字又は音声で早く提供す
ることにより、社会参加を促進し、生活、
文化の向上を図る。

〔実施主体：東京都〕

（点字）
　延配布者数
　　23,900人

（音声）
　アクセス数
　　273回

（点字）
　延配布者数
　　23,800人

（音声）
　アクセス数
　　296回

　継続して実施する。

福 祉
保健局

33　点字録音刊行物の作成及び配布（東京
都地域生活支援事業）
　視覚障害者に対して、社会生活を営む上
で必要とする情報及び知識を提供するた
め、点字本及び録音刊行物を作成配布し、
社会参加を促進し、生活、文化の向上を図
る。

〔実施主体：東京都〕

（点字本）
　12種類
　　各723部

（録音物）
　12種類
　　各1,130本

（点字本）
　12種類
　　各723部

（録音物）
　12種類
　　各1,130本

　継続して実施する。

福 祉
保健局

34　情報バリアフリーに係る充実への支援
　誰もが必要な情報を容易に入手できる環
境を整備するため、地域のバリアフリー
マップの作成やＩＣＴを活用した歩行者へ
の移動支援、コミュニケーション支援ボー
ドの普及、集団補聴設備の普及啓発など、
区市町村の様々な取組を支援する。

〔実施主体：区市町村〕

○補助実績
　平成30年度　9区3市

○補助実績
　令和元年度　8区3市
　（交付決定ベース）

　全区市町村へ働きかけを
行い、取組を実施する区市
町村を拡大していく。

○

福 祉
保健局
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【情報バリアフリーの充実】

事業名・事業内容
平成30年度末

状況等
令和元年度末

状況等
事業目標

実行
プラン

所管
局

35　障害者ＩＴ支援総合基盤整備事業（東
京都地域生活支援事業）
　障害者に対するＩＴ相談支援を実施する
とともに、区市町村の障害者ＩＴ支援体制
を整備するために、区市町村職員等を対象
とした研修を実施し、もって障害者の自立
と社会参加促進に資する。

①ＩＴに関する利用相談・情報提供
②障害者ＩＴ支援者養成研修の実施

〔実施主体：東京都〕

①ＩＴ利用相談支援事業
　相談件数
　　1,980件
　ＨＰアクセス数
　　12,333件

②区市町村への技術支援のた
めの講習会
<集合型> 82人
<出張型> 81人

①ＩＴ利用相談支援事業
　相談件数
　　2,101件
　ＨＰアクセス数
　　13,894件

②区市町村への技術支援のた
めの講習会
<集合型> 88人
<出張型> 56人

　事業の推進を図る。

福 祉
保健局

（再掲）11　心と情報のバリアフリーに向
けた普及推進
・ 小中学生を対象とした心のバリアフリー
に関する広報活動や、障害者等用駐車区画
の適正利用に向けた普及啓発に取り組む。
・ ユニバーサルデザインに関する情報サイ
ト「とうきょうユニバーサルデザインナ
ビ」＊の活用促進を図るとともに、サイト
を通じて心と情報のバリアフリーに係る普
及啓発を行う。

＊公共交通機関、民間建築物等における段
差のないルートや車いすに対応したトイレ
など、様々なウェブサイトに掲載されてい
るユニバーサルデザイン情報に容易にアク
セスできるポータルサイト

〔実施主体：東京都〕

〇心のバリアフリー普及啓発
ポスターコンクールの実施
・小学生の部及び中学生の部
のそれぞれで最優秀賞1作
品、優秀賞5作品を選定
・優秀作品を活用したポス
ターを作成、都内の小学校、
中学校、高等学校や区市町村
等に配布

○「とうきょうユニバーサル
デザインナビ」による情報提
供

〇心のバリアフリー普及啓発
ポスターコンクールの実施
・小学生の部及び中学生の部
のそれぞれで最優秀賞1作
品、優秀賞5作品を選定
・優秀作品を活用したポス
ターを作成、都内の小学校、
中学校、高等学校や区市町村
等に配布

○「とうきょうユニバーサル
デザインナビ」による情報提
供

　普及啓発を通じて、障害
特性等に配慮した情報面で
のバリアフリーを推進する
とともに、人々の多様性に
ついての理解や施設・設備
の適正利用を進める。

○

福 祉
保健局

36　障害者が利用しやすい防火防災情報の
発信
　障害者に対し、防火防災に関する情報を
保障し、安全・安心を確保する。障害者が
利用しやすい防火防災情報を発信する。

〔実施主体：東京消防庁〕

　ユニバーサルデザインに配
慮した防火防災情報の発信

　音声コード入りリーフレッ
ト等の作成・配布

　119番ファクシミリ通報
カード等の作成・配布

　ユニバーサルデザインに配
慮した防火防災情報の発信

　音声コード入りリーフレッ
ト等の作成・配布

　119番ファクシミリ通報
カード等の作成・配布

　障害者の安全・安心を確
保するため、障害者が利用
しやすいユニバーサルデザ
インに配慮した防火防災情
報を積極的に発信する。

○

東 京
消防庁
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【情報バリアフリーの充実】

事業名・事業内容
平成30年度末

状況等
令和元年度末

状況等
事業目標

実行
プラン

所管
局

37　都立図書館サービス事業の充実
　都立図書館における対面音訳サービス、
視覚障害者等用資料の作成・提供サービス
等の向上を図り、視覚障害者等の利便に供
する。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

（都立中央・多摩図書館の実
績）

・利用状況
　登録利用者
　　389名
　対面音訳利用人数
　　575名
　
・研修
　音訳者講習会
　　3回
　障害者サービス研修会
　　1回

（所蔵資料）
　録音テープ
　　6,791点
　デイジー図書
　　3,817点
　点訳資料
　　1,101点
　点字雑誌
　　19種
　雑誌録音テープ
　　26種
　雑誌デイジー
　　20種

（都立中央・多摩図書館の実
績）

・利用状況
　登録利用者
　　387名
　対面音訳利用人数
　　565名
　
・研修
　音訳者講習会
　　3回
　障害者サービス研修会
　　1回

（所蔵資料）
　録音テープ
　　6,794点
　デイジー図書
　　3,875点
　点訳資料
　　1,116点
　点字雑誌
　　21種
　雑誌録音テープ
　　26種
　雑誌デイジー
　　20種

　各種サービスの充実を図
る。
　サービス向上のための職
員研修を実施する。

教育庁

38　バリアフリー観光の推進
　高齢者や障害者等が旅行するに当たって
の支障となるバリアとバリアフリーの情報
を集約・発信し、旅行先や行程等を選択で
きる環境を整える。

〔実施主体：東京都〕
　発信コース数：３０ 　発信コース数：３０

　観光振興施策の一環とし
て、高齢者や障害者等が旅
行するに当たっての支障と
なるバリアとバリアフリー
の情報を集約・発信し、旅
行先や行程等を選択できる
環境を整えることで、東京
都への旅行者の増加を図
る。

○

産 業
労働局

39　聴覚障害者への情報支援のための人材
養成（東京都地域生活支援事業）
　聴覚障害者の福祉に理解と熱意を有する
者に対し、要約筆記の指導を行うことによ
り要約筆記者を養成し、もって聴覚障害者
の福祉の増進を図る。
○中途失聴・難聴者コミュニケーション事
業

〔実施主体：東京都〕

（修了者数）
　要約筆記者　１８名

（修了者数）
　要約筆記者　１７名

　継続して実施する。

福 祉
保健局
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【情報バリアフリーの充実】

事業名・事業内容
平成30年度末

状況等
令和元年度末

状況等
事業目標

実行
プラン

所管
局

40　手話のできる都民育成事業（東京都地
域生活支援事業）
　2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向けて、日本の手話及び
外国の手話の普及促進を図り、手話のでき
る都民を育成し、手話人口のすそ野を広げ
ることをもって、聴覚障害者の福祉の向上
に資する。

①手話のできる都民育成事業
（１）普及啓発
（２）手話通訳者養成事業
②外国語手話普及促進事業

〔実施主体：①東京都、②民間団体〕

①手話のできる都民育成事業
（１）普及啓発
　普及啓発イベントの実施
　手話動画の作成

（２）手話通訳者養成事業
　（修了者数）
　　手話通訳者　４０２名

②外国語手話普及促進事業
　　助成対象講習修了者
　　　３３２名

①手話のできる都民育成事業
（１）普及啓発
　普及啓発イベントの実施
　普及啓発冊子の作成・配布

（２）手話通訳者養成事業
　（修了者数）
　　手話通訳者　４１０名

②外国語手話普及促進事業
　　助成対象講習修了者
　　　２９５名

　継続して実施する。 ○

福 祉
保健局

41　ＩＣＴによる聴覚障害者コミュニケー
ション支援事業
　ＩＣＴを活用した遠隔手話通訳等を都庁
内で試行し普及啓発を行うことで、聴覚障
害者の社会参加を推進する。
　
　庁内貸出し用にタブレット端末3台を設置
し、遠隔手話等の試行及び普及啓発を実施
する

〔実施主体：東京都〕

　貸出回数　２３回
　説明会等実施回数　１２回

　貸出回数　３５回
　説明会等実施回数　１３回

　庁内各所管への貸出によ
り都庁における聴覚障害者
の情報保障の確保に努め
る。

○

福 祉
保健局

42　中等度難聴児発達支援事業（障害者施
策推進区市町村包括補助事業）
　身体障害者手帳の交付対象とならない中
等度難聴児に対して、補聴器の装用により
言語の習得や生活能力、コミュニケーショ
ン能力等の向上を促進するため、補聴器の
購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な
発達を支援する。

〔実施主体：区市町村〕

　実施区市町村　５０区市町
村

　実施区市町村　５2区市町
村

　継続して実施する。

福 祉
保健局

43　聴覚障害者意思疎通支援事業（東京都
地域生活支援事業）
　意思疎通支援に係る広域的連絡調整体制
の整備を行い、聴覚障害者が広域的な移動
を円滑に行える環境を整えるとともに、障
害者団体等の行事における情報保障を支援
することで、自立と社会参加を促進し、聴
覚障害者の福祉の増進に資する。

①意思疎通支援者の派遣に係る広域的連絡
調整
②障害者団体等が主催又は共催する広域型
行事への意思疎通支援者の派遣

〔実施主体：東京都〕

　意思疎通支援に係る広域的
連絡調整
　　９７８件

　広域型行事への意思疎通支
援者の派遣
　　１３４件

　意思疎通支援に係る広域的
連絡調整
　　７２７件

　広域型行事への意思疎通支
援者の派遣
　　１１２件

　継続して実施する。

福 祉
保健局
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【情報バリアフリーの充実】

事業名・事業内容
平成30年度末

状況等
令和元年度末

状況等
事業目標 実行

プラン

所管
局

44　失語症者向け意思疎通支援者養成事業
（東京都地域生活支援事業）
　失語症のため意思疎通を図ることに支障
がある障害者等が自立した日常生活・社会
生活を営むことができるよう、失語症者向
け意思疎通支援者の養成を図る。

〔実施主体：東京都〕
　修了者数
　必修基礎コース　３９名

　修了者数
　必修基礎コース　３６名
　応用コース　　　１５名

　着実に実施する。

福 祉
保健局

45　盲ろう者通訳・介助者の派遣及び養成
（東京都地域生活支援事業）
　盲ろう者のコミュニケーション手段及び
移動の自由を確保し、その社会参加を促進
するため、都内在住の盲ろう者に対して通
訳・介助者の派遣を行うとともに、通訳・
介助者の養成研修を行う講習会等に対し補
助を行う。

※盲ろう者とは、視覚障害と聴覚障害とが
重複してある重度の障害者（児）

〔実施主体：（派遣）東京都（養成研修）
民間団体〕

・通訳・介助者派遣事業
　派遣件数　12,961件
　派遣時間　48,412時間

・通訳・介助者養成研修事業
　受講者数　66人
　修了者数　61人

・通訳・介助者派遣事業
　派遣件数　12,130件
　派遣時間　46,143時間

・通訳・介助者養成研修事業
　受講者数　63人
　修了者数　59人

　継続して実施する。

福 祉
保健局

46　盲ろう者支援センター事業（東京都地
域生活支援事業）
　盲ろう者からの相談に応じるとともに、
コミュニケーション訓練などを実施し、地
域生活支援の充実と社会参加の促進を図る
「盲ろう者支援センター」を運営する事業
に対し、補助を行う。

（センターにおける事業内容）
①訓練事業
②専門人材養成事業
③総合相談支援事業
④盲ろう者社会参加促進事業

〔実施主体：民間団体〕

①訓練事業
　実施回数89回
　対象者数15人

②専門人材養成事業
　養成講習会
　4科目　 14回
　修了者　計54人

③総合相談支援事業
　相談件数642件

④社会参加促進事業
　交流会　計32回
　参加者　計1,226人

　学習会　計138回
　参加者　計2,258人

①訓練事業
　実施回数76回
　対象者数14人

②専門人材養成事業
　養成講習会
　２科目　 ３回
　修了者　計24人

③総合相談支援事業
　相談件数695件

④社会参加促進事業
　交流会　計30回
　参加者　計1,032人

　学習会　計123回
　参加者　計2,126人

　継続して実施する。

福 祉
保健局

47　視覚障害者ガイドセンターの運営（東
京都地域生活支援事業）
　重度の視覚障害者が、道府県及び政令指
定都市間にまたがって必要不可欠な外出を
する場合に、目的地において必要なガイド
ヘルパーを確保できるよう連絡調整するた
めのガイドセンターを設置し、視覚障害者
の福祉の増進を図る。

〔実施主体：東京都〕

　都外から　125回
　都外へ　　　  4回

　都外から　69回
　都外へ　　  4回

　継続して実施する。

福 祉
保健局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

【情報バリアフリーの充実】

事業名・事業内容
平成30年度末

状況等
令和元年度末

状況等
事業目標

実行
プラン

所管
局

48　点訳・朗読奉仕員指導者等養成事業
（東京都地域生活支援事業）
　点訳・朗読に関する知識と経験を有する
者に対し、指導方法、専門点訳技術等を指
導することにより、指導者養成及び専門点
訳奉仕員等を育成し、視覚障害者福祉の増
進を図る。

（内容）
　点訳奉仕員指導者養成
　朗読奉仕員指導者養成
　専門点訳奉仕員養成（英語、理数、楽
譜、触図、コンピュータ）
　修了者研修会

〔実施主体：東京都〕

　修了者　46名 　修了者　41名 　継続して実施する。

福 祉
保健局

49　音声機能障害者発声訓練指導者養成事
業（東京都地域生活支援事業）
　音声機能障害者に対する発声訓練の指導
者を養成し、音声機能障害者のコミュニ
ケーション手段の確保を図るとともに、社
会復帰を促進する。

〔実施主体：東京都〕

　12名 　12名 　継続して実施する。

福 祉
保健局

50　身体障害者補助犬給付事業（東京都地
域生活支援事業）
　身体障害者に対して身体障害者補助犬
（盲導犬・介助犬・聴導犬）を給付し、そ
の行動範囲を拡大することにより、身体障
害者の社会参加と自立の促進を図る。

（対象者）
①都内に居住する（おおむね１年以上）満
18歳以上の在宅の身体障害者
　盲導犬…視覚障害１級
　介助犬…肢体不自由１・２級
　聴導犬…聴覚障害２級
②所定の訓練を受け、補助犬を適切に管理
できること
③社会活動への参加に効果があると認めら
れること　　他

〔実施主体：東京都〕

  盲導犬　　7頭
  介助犬　　0頭
  聴導犬　　1頭

  盲導犬　　3頭
  介助犬　　2頭
  聴導犬　　0頭

　継続して実施する。

福 祉
保健局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

【心のバリアフリーの充実】

事業名・事業内容
平成30年度末

状況等
令和元年度末

状況等
事業目標

実行
プラン

所管
局

1　共生社会実現に向けた障害者理解促進事
業
　障害に関する知識や、障害特性に応じた
援助の方法などを掲載したホームページに
よる情報発信を行うほか、様々な広報媒体
や手法を活用して、障害及び障害のある人
への理解促進を図る。

〔実施主体：東京都〕

　東京都障害者への理解促
進及び差別解消の推進に関
する条例（仮称）の施行を
見据えて実施する。

○

福 祉
保健局

10　心のバリアフリーに向けた普及啓発の
強化への支援
　思いやりの心の醸成や障害者等の社会参
加を図るため、将来の福祉のまちづくりの
担い手である子供たちに対するユニバーサ
ルデザイン教育、地域住民向けワーク
ショップ等の開催、福祉のまちづくりサ
ポーター等の養成、事業者の接遇向上に向
けた普及啓発など、区市町村の様々な取組
を支援する。

〔実施主体：区市町村〕

○補助実績
　平成30年度　11区3市

〇補助実績
　令和元年度　11区3市
　（交付決定ベース）

　全区市町村へ働きかけを
行い、取組を実施する区市
町村を拡大していく。

○

福 祉
保健局

【体制整備】
・東京都障害者への理解促進
及び差別解消の推進に関する
条例の施行（平成３０年１０
月１日）
・東京都障害者差別解消支援
地域協議会を開催し、事例の
共有等を実施
・障害者権利擁護区市町村連
絡会を行い、都の取組や事例
の共有等を実施
・区市町村担当者向けの研修
を行い、相談対応力向上に向
けた事例検討等を実施

【普及啓発】
・東京都障害者差別解消条例
の制定を周知するリーフレッ
トを作成するとともに、漫画
やイラストを入れたパンフ
レットを作成し区市町村や事
業者団体等へ配布
・練馬区立区民・産業プラザ
3階Coconeriホールにて、障
害者差別解消に係るシンポジ
ウム開催(実施日平成31年3
月21日)
・平成28年度に作成した法
の概要等に係る動画につい
て、新宿駅西口デジタルサイ
ネージへの掲出を実施
・都庁1階展示スペース及び
都庁展望室においてパネル展
示を実施
・障害者理解促進特設サイト
「ハートシティ東京」を改修
し、東京都障害者差別解消条
例のページ等を追加

【体制整備】
・東京都障害者差別解消支援
地域協議会を開催し、事例の
共有等を実施
・公平、中立な立場からあっ
せんを行うため、東京都障害
を理由とする差別解消のため
の調整委員会を開催
・障害者権利擁護区市町村連
絡会を行い、都の取組や事例
の共有等を実施
・区市町村担当者向けの研修
を行い、相談対応力向上に向
けた事例検討等を実施

【普及啓発】
・東京都障害者差別解消条例
の制定を周知するパンフレッ
トを増刷し区市町村や事業者
団体等へ配布
・都内を10ブロックに分割
し、民間事業者向けに障害者
理解研修事業を実施
・東京国際交流館プラザ平成
にて、事業者・都民向けに障
害者差別解消に係るシンポジ
ウムを開催(令和元年12月20
日)
・平成28年度に作成した法
の概要等に係る動画につい
て、新宿駅西口デジタルサイ
ネージへの掲出を実施
・上記動画について、都条例
の概要を加える等の改修を実
施
・都庁1階展示スペースにお
いてパネル展示を実施
・障害者理解促進特設サイト
「ハートシティ東京」の運営

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

【心のバリアフリーの充実】

事業名・事業内容
平成30年度末

状況等
令和元年度末

状況等
事業目標 実行

プラン

所管
局

11　心と情報のバリアフリーに向けた普及
推進
・ 小中学生を対象とした心のバリアフリー
に関する広報活動や、障害者等用駐車区画
の適正利用に向けた普及啓発に取り組む。
・ ユニバーサルデザインに関する情報サイ
ト「とうきょうユニバーサルデザインナ
ビ」＊の活用促進を図るとともに、サイト
を通じて心と情報のバリアフリーに係る普
及啓発を行う。

＊公共交通機関、民間建築物等における段
差のないルートや車いすに対応したトイレ
など、様々なウェブサイトに掲載されてい
るユニバーサルデザイン情報に容易にアク
セスできるポータルサイト

〔実施主体：東京都〕

〇心のバリアフリー普及啓発
ポスターコンクールの実施
・小学生の部及び中学生の部
のそれぞれで最優秀賞1作
品、優秀賞5作品を選定
・優秀作品を活用したポス
ターを作成、都内の小学校、
中学校、高等学校や区市町村
等に配布

○「とうきょうユニバーサル
デザインナビ」による情報提
供

〇心のバリアフリー普及啓発
ポスターコンクールの実施
・小学生の部及び中学生の部
のそれぞれで最優秀賞1作
品、優秀賞5作品を選定
・優秀作品を活用したポス
ターを作成、都内の小学校、
中学校、高等学校や区市町村
等に配布

○「とうきょうユニバーサル
デザインナビ」による情報提
供

　普及啓発を通じて、障害
特性等に配慮した情報面で
のバリアフリーを推進する
とともに、人々の多様性に
ついての理解や施設・設備
の適正利用を進める。

○

福 祉
保健局

12　心のバリアフリーサポート企業連携事
業
　心のバリアフリーの推進に向けて、従業
員への普及啓発の実施など、心のバリアフ
リーに自ら取り組むとともに、都や区市町
村の取組に協力する企業を「心のバリアフ
リーサポート企業」として登録し、その取
組状況を公表する。

〔実施主体：東京都〕

平成30年度
サポート企業登録　150社
好事例企業認定　11社

令和元年度
サポート企業登録　115社
好事例企業認定　10社

　サポート企業と連携・協
力し、心のバリアフリーに
向けた取組を推進する。

○

福 祉
保健局

13　福祉のまちづくりに関する普及推進
　「みんながまた来たくなるお店づくり」
等の各種印刷物を作成・活用し、事業者等
に対し、建築物等におけるハード面及びソ
フト面からの取組について効果的な普及啓
発を行う。

〔実施主体：東京都〕

　これまでの取組を継続
○冊子『みんながまた来たく
なるお店づくり』をホーム
ページに掲載するなど、事業
者等に周知

　これまでの取組を継続
○冊子『みんながまた来たく
なるお店づくり』をホーム
ページに掲載するなど、事業
者等に周知

　福祉のまちづくりに関す
る施策を効果的に推進する
ため、都民及び事業者の理
解を深め、主体的な活動の
促進に必要な情報の提供を
行うなど、関係機関と連絡
調整を図りながら、福祉の
まちづくりの普及、推進を
図る。

福 祉
保健局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

【心のバリアフリーの充実】

事業名・事業内容
平成30年度末

状況等
令和元年度末

状況等
事業目標 実行

プラン

所管
局

14　福祉のまちづくり功労者に対する知事
感謝状の贈呈
　東京都の福祉のまちづくりの推進につい
て顕著な功績のあった個人又は団体に感謝
状を贈呈することにより、福祉のまちづく
りの取組を広く普及させる。贈呈の対象者
は以下の活動において、顕著な功績のあっ
た個人または団体

・高齢者や障害者等の自立とあらゆる分野
への活動参加を促進するための活動（普
及・推進活動）
・建築物や交通機関、道路、公園等のバリ
アフリー化（施設整備）
・福祉用具等の開発・研究・規格の標準化
（製品の開発等）
・福祉のまちづくりに関する調査・学習・
活動等（小・中・高校生等による取組）

〔実施主体：東京都〕

平成30年度　1件
烏山駅前通り商店街振興組合

令和元年度　5件
八王子自助具工房フレンズ
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社りそな銀行
すみだ布の絵本の会「花」
西東京市障がい者福祉をすす
める会

　都民等に対し、福祉のま
ちづくりへの理解を深める
ため、引き続き実施し、
ホームページ等でＰＲを行
う。

福 祉
保健局

15　ヘルプマークの推進（障害者施策推進
区市町村包括補助事業を含む）
　共生社会の実現を目指し、義足や人工関
節を使用している方、内部障害や難病の
方、または、妊娠初期の方など、援助や配
慮を必要としていることが外見からは分か
らない方々が、援助を得やすくなるよう、
周囲の方に配慮を必要としていることを知
らせる「ヘルプマーク」を作成し、普及啓
発に取り組む。

〔実施主体：東京都、区市町村〕

①公共交通機関での取組

② 区市町村による活用等の
取組支援（障害者施策推進区
市町村包括補助事業・選択的
事業）
・ヘルプマーク製作・配布経
費の補助
・ヘルプマークの活用に係る
経費の補助

③ 民間企業による活用
・民間企業による普及啓発の
取組促進

④普及啓発
・イベント等でのポスター掲
示、チラシ・ノベルティグッ
ズ等配布
・ホームページ等での周知

①公共交通機関での取組

② 区市町村による活用等の
取組支援（障害者施策推進区
市町村包括補助事業・選択的
事業）
・ヘルプマーク製作・配布経
費の補助
・ヘルプマークの活用に係る
経費の補助

③ 民間企業による活用
・民間企業による普及啓発の
取組促進

④普及啓発
・イベント等でのポスター掲
示、チラシ・ノベルティグッ
ズ等配布
・ホームページ等での周知
・新規多言語版動画の制作

　公共交通機関・区市町
村・民間企業による取組の
拡大を図り、都民へのマー
クの普及啓発を図る。

○

福 祉
保健局

16　ヘルプカード活用促進事業（障害者施
策推進区市町村包括補助事業）
　緊急連絡先や必要な支援内容等を記載し
た「ヘルプカード」を活用して、障害者が
災害時等に自己の障害に対する理解や必要
な支援を周囲に求めることができるよう、
区市町村が行う、学習会・セミナー等関係
機関と連携して実施する普及啓発、「ヘル
プカード」を活用した防災訓練の検討・実
施、ポスター等作成に係る経費の一部を補
助する。

〔実施主体：区市町村〕

　52区市町村で作成配布 　52区市町村で作成配布

　区市町村におけるカード
作成の取組促進及び事業者
や都民へのカードの普及促
進を図る。

○

福 祉
保健局
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【心のバリアフリーの充実】

事業名・事業内容
平成30年度末

状況等
令和元年度末

状況等
事業目標 実行

プラン

所管
局

17　生活環境改善普及事業（東京都地域生
活支援事業）
   障害者の自立と社会参加を促進するた
め、障害者を取り巻く生活環境を改善する
とともに、都民に対して、障害に関する正
しい理解を促進し、障害者問題の解決に向
けて協力を求めるために広報・啓発活動等
を行う。

〔実施主体：東京都〕

　「障害者週間」啓発ポス
ターの作成、掲示等

　「障害者週間」啓発ポス
ターの作成、掲示等

　継続して実施する。

福 祉
保健局

18　企業ＣＳＲ等連携促進事業（東京都地
域生活支援事業）
　障害福祉サービス事業所や障害者団体等
のニーズと企業等の社会貢献活動とのマッ
チングを行う専任のコーディネーターを配
置し両者の連携促進を図るとともに、マッ
チング事例などの関係情報を広く発信・共
有することにより、企業等の自発的な取組
を促し、障害者の社会参加を推進する。

〔実施主体：社会福祉法人東京都社会福祉
協議会〕

・運営連絡会　3回
・連携事例の調査
・セミナーの実施　５件
・協働プロジェクトの実施
５件
・専用サイトを活用した情報
発信

・運営連絡会　3回
・連携事例の調査
・セミナーの実施　５件
・協働プロジェクトの実施
5件
・専用サイトを活用した情報
発信

　着実に実施する。 ○

福 祉
保健局

19　障害に関するシンボルマークの周知・
普及（東京都地域生活支援事業）
　国際的に、また、法律に基づくなどして
定められている障害に関する各種のシンボ
ルマークについて、様々な機会を捉え、広
く都民への周知・普及を進めていく。

〔実施主体：東京都〕

　広報誌、障害者週間ポス
ター等で周知

　広報誌、障害者週間ポス
ター等で周知

　継続して実施する。

福 祉
保健局

20　ふれあいフェスティバルの開催
　「障害者週間」を記念して、障害及び障
害のある人について都民の理解と認識を深
めるため、障害のある人とない人とが同じ
体験を通じて触れ合い、互いに理解しあう
場を設け、障害者の福祉の増進を図る。

〔実施主体：東京都、民間団体〕

  東京都庁第一本庁舎５階大
会議場
  ３３０名

  日暮里サニーホール
  ３００名

　継続して実施する。

福 祉
保健局
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【心のバリアフリーの充実】

事業名・事業内容
平成30年度末

状況等
令和元年度末

状況等
事業目標

実行
プラン

所管
局

21　精神保健知識の普及・啓発（東京都地
域生活支援事業）
　精神保健に関する都民等の理解を深める
ため、家族会等の民間団体に委託して精神
保健に関する知識の普及・啓発を図る。

〔実施主体：東京都〕

・東京都精神保健福祉民間団
体協議会委託
　刊行物　年１回
　講演会　年２回
　個別相談　年1,533回
　地域巡回相談　 22回

・東京都精神保健福祉協議会
委託
　刊行物　年2回
　講演会　年1回

・東京都精神保健福祉民間団
体協議会委託
　刊行物　年１回
　講演会　年２回
　個別相談　年1,559回
　地域巡回相談　３２回

・東京都精神保健福祉協議会
委託
　刊行物　年2回
　講演会　年1回

　効果的な普及・啓発の推
進に努める。

福 祉
保健局

22　福祉教育の充実
　各区市町村における福祉教育推進に関す
る協議を行うとともに、小・中学校及び高
等学校における「総合的な学習の時間」に
おける福祉に関する指導の充実を図る。

〔実施主体：東京都教育委員会、区市町
村〕

小中学校　区市町村ごとに実
施

高校　「総合的な学習の時
間」等の授業で実施

小中学校　区市町村ごとに実
施

高校　「総合的な探究の時
間」等の授業で実施

　福祉教育の推進につい
て、必要に応じ指導主事等
連絡協議会、教育課程編成
状況に関する説明会等にお
いて、区市町村教育委員会
への情報提供を行う。

　小・中学校及び高等学校
における段階に応じた福祉
に関する学習内容の充実を
図る。

教育庁

23　広報活動の充実
　障害及び障害のある人について都民の理
解と認識を深めるため、障害者週間などの
機会をとらえ東京都提供によるテレビ・ラ
ジオの放送番組、広報紙、ホームページ、
携帯サイトなどを積極的に活用して普及・
啓発活動を展開する。

〔実施主体：東京都〕

・広報東京都
　　年12回
　　上期３48万部
　　下期３43万部発行

・都政広報番組
　　テレビ　3番組

・都政ニュース
　　テレビ　1番組
　　ラジオ　2番組

・都庁総合ホームページ
　トップページアクセス件数
　　約781万件

・広報東京都
　　年12回
　　上期322万部
　　下期318万部発行

・東京都提供番組
　　テレビ　４番組
　　ラジオ　 2番組
   うち告知系番組
　　テレビ　１番組
　　ラジオ　２番組

・都庁総合ホームページ
　トップページアクセス件数
　　約1,400万件

　各種広報媒体により効果
的な広報活動を展開する。
都民とともに考え、行動す
ることを呼びかけていく広
報の充実に努める。

生 活
文化局

24　特別支援教育の理解啓発の推進
　障害のある児童・生徒等が地域の人々に
働きかけ、情報の発信をし、自らの考えを
発表し、主張する場を設定することを通じ
て、障害のある児童・生徒等一人ひとりが
地域社会で自立できる力を培うとともに、
広く都民に対して特別支援教育の理解啓発
を行う。

〔実施主体：東京都教育委員会〕

　都内に3所ある学校経営支
援センターを拠点とした地域
に密着した理解啓発行事の実
施（年1回

　都内に3所ある学校経営支
援センターを拠点とした地域
に密着した理解啓発行事の実
施（年1回）

　継続して実施する。

教育庁
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【心のバリアフリーの充実】

事業名・事業内容
平成30年度末

状況等
令和元年度末

状況等
事業目標

実行
プラン

所管
局

26　東京都立特別支援学校アートプロジェ
クト展
　｢特別支援学校　アートプロジェクト展｣
の開催により特別支援学校に在籍する児
童・生徒が制作した優れた作品を発表する
機会を設け、都民に対して美術活動を通し
た障害者に関する理解を促進する。

〔実施主体：東京都教育委員会等〕

○実施時期
平成30年12月５日（水）か
ら平成30年12月19日
（水）まで

○会場
伊藤忠青山アートスクエア

○来館者数
１,６２４名

○実施時期
令和２年１月８日（水）から
令和２年１月19日（日）ま
で

○会場
東京藝術大学美術館 陳列館

○来館者数
３,６６８名

　継続して実施する。 ○

教育庁

25　オリンピック・パラリンピック教育の
推進
　オリンピック・パラリンピック教育を推
進するため、次の事業を実施する。

①オリンピック・パラリンピック教育の全
校展開
②東京ユースボランティアの拡充
③パラスポーツ指導者講習会・パラスポー
ツ交流大会の実施
④世界ともだちプロジェクトの拡大
⑤オリンピック・パラリンピック教育ア
ワード校の顕彰
⑥オリンピアン・パラリンピアン等の学校
派遣の実施
⑦スクールアクション「もったいない」大
作戦の実施
⑧被災地等との連携によるパラスポーツ交
流体験

〔実施主体：東京都教育委員会〕

○オリンピック・パラリン
ピック教育推進事業（都内全
ての公立学校）
○オリンピック・パラリン
ピック教育アワード校（１５
４校）
○アスリート学校派遣事業
「夢・未来」プロジェクトの
実施（３００校）
○パラリンピック競技応援校
（２０校）
○オリンピック・パラリン
ピック教育学習読本及び学習
ノート、実践事例のウェブサ
イト掲載
○東京ユースボランティア・
バンクによるボランティア情
報の発信
○オリンピック・パラリン
ピック教育推進のための教員
研修会
○パラスポーツ指導者講習会
の実施
○東京都公立学校パラスポー
ツ交流大会の開催
○世界ともだちプロジェクト
による調べ学習や国際交流の
実施
○スクールアクション「もっ
たいない」大作戦の実施

○オリンピック・パラリン
ピック教育推進事業（都内全
ての公立学校）
○オリンピック・パラリン
ピック教育アワード校（１８
０校）
○アスリート学校派遣事業
「夢・未来」プロジェクトの
実施（３００校）
○パラリンピック競技応援校
（競技団体連携型：２０校）
（観戦促進型：３０校）
○オリンピック・パラリン
ピック教育学習読本及び学習
ノート、実践事例のウェブサ
イト掲載
○東京ユースボランティア・
バンクによるボランティア情
報の発信
○オリンピック・パラリン
ピック教育推進のための教員
研修会
○パラスポーツ指導者講習会
の実施
○東京都公立学校パラスポー
ツ交流大会（フロアバレー
ボール）の開催
○世界ともだちプロジェクト
による調べ学習や国際交流の
実施
○スクールアクション「もっ
たいない」大作戦の実施
○被災地等との連携によるパ
ラスポーツ体験交流の実施
○文化プログラム・学校連携
事業
（広域活動団体型：31校）
（地域連携型：142校）

　2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大
会開催を踏まえ、幼児・児
童・生徒が、スポーツによ
り心身の調和的な発達を遂
げ、オリンピック・パラリ
ンピックの歴史・意義や国
際親善などその果たす役割
を正しく理解し、我が国と
世界の国々の歴史・文化・
習慣などを学び交流するこ
とを通して国際理解を深
め、進んで平和な社会の実
現に貢献することができる
ようオリンピック・パラリ
ンピック教育を推進する。

○

教育庁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


